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ロシア連邦によるウクライナ侵略に断固抗議し、即時撤退を求める決議 

 

去る２月２４日、ロシア連邦が本格的なウクライナへの侵略を開始した。 

大阪府富田林市議会は、ロシア連邦によるウクライナ侵略に断固抗議する。

この行動はウクライナの領土と主権を侵害するという暴挙であるとともに、国

連憲章の重大な違反として、紛争の平和的解決を義務付ける国際法に反する行

為であり、断じて許されるべきものではない。 

戦争は最大の人権侵害であるとともに、国際社会の秩序の根幹を揺るがす極

めて深刻な事態であり、大阪府富田林市議会は最も強い言葉で、これを非難す

る。 

子どもを含む多くのウクライナ国民が犠牲となっており、ロシア軍の攻撃の

即時停止と、即時撤退を強く求める。 

 

 以上、決議する。 

 

令和４年３月４日 

 

大阪府富田林市議会 

 


